誓　　　　約　　　　書

私は、山梨県立富士北麓駐車場（以下「駐車場」という。）の使用に当たり、下記の事項について誓約します。
また、次の１又は２に掲げる事項に反した場合は、今般行った行為許可申請に係る行為の期間の末日の翌日から当該日の属する年度の翌年度の末日までの間における駐車場の使用に係る許可申請に対し、いかなる処分を受けても何ら異議の申立てをいたしません。
１　裏面に掲載する事項を遵守します。
２　周辺地域や近隣住民の迷惑となる交通渋滞や騒音などについて、近隣住民等からの苦情や警察からの指導等を受けることがないよう万全の対策を実施します。
３　感染症拡大防止を目的とした県からの使用自粛要請に基づき駐車場の使用を中止した場合でも、これによる損害について県に一切の補償を求めません。
令和　　年　　月　　日

山梨県富士山観光振興監　様

住　　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　〔 法人、団体にあっては事務所所在地 〕
（ふりがな） 

法人名　　　　　　　　　　　　　　　　　　       　㊞ 
　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 〔 社印または代表者印 〕
（ふりがな） 

代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞（男・女）
生年月日（大正・昭和・平成・令和）　　　年　　月　　日
· 行為許可申請書に記載した行為の内容、行為の方法、行為の場所、面積、行為の期間以外での使用をしないこと。
· 第２駐車場の一部は一般の駐車場利用者用に開放しているため、一般利用者の利用に支障を来さないよう配慮すること。
· 事前に許可を得た場合を除き、芝生広場（第３駐車場）への車両の進入及び占用物の設置をしないこと。
· 公序良俗や法令等に反する行為をしないこと。また、それらを助長しないこと。（本イベントの参加者を含む）
· 本イベントの参加者および参加することが見込まれる者が、公序良俗や法令等に反する行為を行わないこと。
· 本イベントの参加者および参加することが見込まれる者が、警察及び行政機関から指導・行政処分等を受けないこと。

· 暴力団員等またはその関係者が本イベントに参加・関与しないこと（出店者およびその従事者を含む）。
· 警察及び行政機関が常に会場内に立ち入ることを認めること。
· 行為許可申請書、県に提出した書類（メールを含む）および県への事前説明に虚偽が生じないこと。
· 行為許可後、感染症対策・暴力団排除等の県が追加で求める事項を拒否しないこと。
· 行為許可申請者以外の者が、その全部または一部をイベント当事者として実施しないこと（名義貸し行為の禁止）。
· 駐車場の使用に関し、観光案内所職員の指示があった場合は、速やかに応じること。
· 使用後は、使用箇所及び共用部分（通路・公衆トイレ等）の清掃を行い、観光案内所職員の確認を受けること。
· イベント等における感染症対策について、イベント開始前に県の確認を受けること。また、確認を受けた内容を適切に実施すること。
· 駐車場の利用に伴い事故や苦情が生じた場合には、許可を受けた者がその責任において、誠意をもって対応すること。
※本誓約書における暴力団員等またはその関係者とは、山梨県暴力団排除条例（平成２２年山梨県条例第３５号、以下条例）および
下記に定義するものをいう。

（１）暴力団（条例第２条第１号に規定する暴力団をいう。）

（２）暴力団員（条例第２条第２号に規定する暴力団員をいう。）

（３）暴力団員等（条例第２条第３号に規定する暴力団員等をいう。）

（４）暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者

　　　次の各号のいずれかに該当する者をいう。

 　　  ア　自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用
している者

　   　イ　暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に
協力し、又は関与している者

　　   ウ　暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

　　   エ　下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が暴力団、暴力団員又はアからウまでのいずれ
かに該当することを知りながら、当該者と契約を締結している者

（５）役員等に暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者がいる法人等

（６）暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者がその経営に実質的に関与している法人等
（表面）

（裏面）
（表面）

